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古
代
日
本
の
対
外
交
流
と
美
濃
維

は
じ
め
に

美
濃
施
は、

唐
皇
帝
に
贈
る
物
品
リ
ス

ト
に
含
ま
れ、
八
世
紀
に
は
唐
皇

帝だ
け
で

な
く、
新
羅
王
や
渤
海
王
に
も
贈
ら
れ
た。

で
は、
外
交
に
お
け
る
美
濃
施
の
贈
答
は
ど

の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
で
あ
ろ
う
か。
こ

こ
で
は、
古
代
日
本
の
外
交
記
事
を
も
と
に、

羊
藩
羅
の
性
格
に
つ
い
て
考
察
し
た
い。

一

美
濃
鞄
と
は

羊
瘤
羅
は、
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
る。

A
『
養
老
賦
役
令』
調
絹
施
条
（
）
は

屑凡調
絹
施
糸
綿
布、
並
随
郷
土
所
出一
。

正
丁一
人、

絹・
施
八
尺
五
寸、
六
丁

成レ
疋
（
長
五
丈一
尺、
広
二
尺
二
寸）。

美濃
施
六
尺
五
寸、
八
丁
成レ
匹
（
長
五

丈
二
尺
広
同二
絹
維-
)。
糸
八
両、
綿

一
斤、
布
二
丈
六
尺、
並
二
丁
成
約
屯

端
（
端
長
五
丈
二
尺
広
二
尺
四
寸）。

其
望

炉希、

四
丁
成レ
端
（
長
五
丈
二
尺、

広
二
尺
八
寸）。
（
下
略）

『^
辺
顆
琶
に

「鸞レ

開

鸞

憎」

と
あ
り、
「
鹿」
は
粗
い
こ
と
を
意
味
す
る

た
め、
施
は
太
織
の
絹
と
み
ら
れ
る。
史
料

に
は、
維
と
は
別
に
美
濃
施
が
あ
り、
一
丁

（
正
丁一
人）
の
輸
納
量
は
六
尺
五
寸
（
約

一
・
九
三
m)、
八
丁
で一
匹
と
さ
れ、
そ
の

長
さ
は
絹・
施
よ
り
も
長
い
五
丈
二
尺
（
約

一
五•
四
四
m)、
広
さ
砿
輻）
は
絹・
施
と

同
様
の
二
尺
二
寸
（
約
六
五・
三
四
an)
で

あ
る。
絹
や
施
よ
り
北L
Iめ
た
り
の
輸
納

は
少
な
く、
上
総
の
望
陀
布
と
と
も
に
地
名

を
冠
し
て
い
る
点
で、
規
格
外
の
特
徴
的
な

眉
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う。
し
か
し、
美
濃

維
は
現
存
せ
ず、
生
産
の
痕
跡
が
わ
か
る
遺

構
や
遺
物
も
見
つ
か
っ
て
い
な
い
(
1
)

0

美
濃
施
に
つ
い
て、
基
本
と
な
る
の
は
早

川
庄
八
氏
の
研
究
で
あ
る
(

2
)。
氏
が
注
目

す
る
の
が
次
の
史
料
で
あ
る。

B

涵
E

陸
国
風
土
記』
久
慈
郡
条

（
前
略）
郡
東
七
里、
太
田
郷、
長
幡

部
之
社。
古
老
曰、
「
珠
売
美
万
命、
自

レ
天
降
時

為レ
織一
御
服一、

従
而
降

之
神、
名
綺
日
女
命。
本
自―
筑
紫
国
日

向
二
折
之
峰-
‘

至
ニ
ニ
野
国
引
津
根
之

丘一
。
後
及
美
麻
貴
天
皇
之
世―、
長

幡
部
遠
祖
多
豆
命、

避レ
自―
三
野-‘

遷
手
久
慈、
造
ゴ
立
機
殿、

初
織

レ
ナf

其
所レ
織
服、

自
成二
衣
裳
へ

浜

田

久
美
子

更
無＿
裁
縫、

謂一
之
四
鵬
」。
或
日、

「
当
織レ
施
暁、

諏
為
入
見一
。
閉

ニ
屋
扇、
闇
内
而
織
因
条
烏
織
。

丁
兵
丙
刃、
不レ
得一
裁
断一
」。
今
毎レ
年、

別
為一
神
調、
献
ゴ
納
之一
。

で
略）

喜
の
話
の

聾
で
は、

矯鰭

危

降
臨
し
た
御
服
織
成
の
神

女
命」

が
「
三
野
国
引
津
根
之
丘」
に
移
り
住
ん
だ

と
い
う。
早
川
氏
は、
聖
武
天
皇
が
伊
勢
行

幸
の
際
に
不
破
郡
に
至
り、
「
曳
常
泉」
を

訪
れ
た
記
事

(

3
)

か
ら、
「
引
津
根
之
丘」

が
不
破
郡
内
に
あ
っ
た
と
す
る。
後
半
に
は、

爾

晶

膠

｀
愚て

麟
郡
に
移

住
し
て
き
た

口
の
遠
祖
多

が
織
っ

た
服
は、
自
然
に
衣
裳
と
な
り、
裁
ち
縫
う

必
要
が
な
か
っ
た
と
あ
る。
ま
た、
別
の
話

と
し
て、
施
を
織
る
と
き
こ
ょ
扉
を
閉
め
て

欄圏
の
中
工織
る
の
で

「彫
鵬」
と
名
付
け

ら
れ
た
と
い
う。
早
川
氏
は、

崇神
天
皇
の
世
に
多
豆

命が
常
陸
国
久
慈

郡
に
移
住
し
て、
そ
の
地
で
独
特
の
製
法

に
よ
っ
て
丈
夫
な
絹
織
惣
箪
喪収
し、
同

地
に
あ
る
長
幡
部
神
社
は
こ
の
織
物
を
奉

皐
る

往
で
あ
る。

と
理
解
し、
品
翌
I

式』
主
計
寮
上
の
常
陸

国
の
調
に
「
長
幡
部
施」
が
あ
る
た
め、
日｛

土
記』
の
伝
承
が一
神
社
の
起
源
説
話
で
あ

り
な
が
ら、
歴
史
的
な
事
実
も
含
む
も
の
と

理
解
す
る。

早
川
氏
は、
美
濃
に
お
け
る
機
織
業
の
起

源
が
長
幡
部
に
由
来
す
る
と
考
え、
各
地
の

長
幡
部
伝
承
を
分
析
し、
羊
瘤
g

の
機
織
業
の

某
に
も
渡
悉
糸
の
技
術
の
導
入
が
あ
る
と

考
察
し
た
(

4
)

0

ま
た、
美
濃
態を
望
陀
布
同
様
に、
大
化

前
代
の
国

造か
中
央
に
貢
上
し
て
い
た
「
ツ

キ」
の
品
目
を
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
大
津

透
氏
ら
の
見
解
が
あ
る
(

5
)。
一
方
で、
美

濃
か
ら
常
陸
と
い
う
遠
隔
地
の

喜
玉項
に

は
伴
造
|
部
制
が
果
た
し
た
役
割
を
考
慮
す

べ
き
と
指
摘
す
る
櫛
木
謙
周
氏
は、
国
造
制

と
伴
造
ー
部
制
の
両
者
が
重
層
的
に
存
在

し、
美
濃
国
造
下
の
絹
織
物
の
生
産
技
術
が、

長
幡
部
と
い
う
部
民
制
を
媒
介
と
し
て
常
陸

国
に
移
植
さ
れ
た
と
す
る
(

6
)

0

し
か
し、
長
幡
部
が
美
濃
を
起
源
と
す
る

の
は
史
料
B
の
み
で
あ
り、
『
古
事
記』
開

化
天
皇
の
段
に
み
え
る
「
神
大
根
王
（
三
野

国
之
本
巣
国
造・
長
幡
部
連
之
祖）」
の
注

記

雰
は、

番
国
造
と

且
罷
機
倫
祖

関
係
で
あ
っ
て
も、
長
幡
部
の
本
貫
地
か
美

濃
で
あ
る
と
ま
で
は
読
み
取
れ
な
い。
沼
E

陸
国
風
土
記』
の
長
幡
部
伝
承
に
羊
瘤
が
関

わ
る
の
は、
『
風
土
記』
編
纂
時
の
政
治
的

な
意
図
も
考各
る
べ
き
で
あ
ろ
う
(

7
)

0

二

外
交
の
場
に
み
え
る
美
瀑
鞄

(-
）
唐
皇
帝
へ
の
献
上

次
に、

外交
の
場
で
贈
ら
れ
た
美
濃
鞄
に

つ
い
て
み
て
い
き
た
い。

c

茄
萱
I

式』
大
蔵
省・
賜
蕃
客
例
（
）

は
割
書。

大
唐
皇
（
銀
大
五
百
両、
水
織
維、
学
績

糊
各
二
百
思
細
施、
黄
施
各
三
百
疋、
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黄
糸
五
百
絢 、
細
屯
綿一
千
屯 、
別
送
採

吊
二
百
疋 、
畳
綿
二
百
帖 、
屯
綿
二
百
屯 、

紆
布
冊
端
望
陀
布一
百
端 、
木
綿一
百

帖

出火水
精
工
顆 、

獨
壻
盃〖 、
出
火

鉄
十
具 、
海
石
梱
朔ハ
斗 、
且
昴
吐ハ
斗 、

金
漆
四
斗）、
判
官
令
略
9

史
料
に
は 、
唐
皇
帝
に
賜
る
品
目
と
し
て

美
濃
羅
二
百
疋
が
み
え
る 。
唐
便
の
来
日
が

ほ
と
ん
ど
な
い
た
め 、
こ
れ
ら
を
遣
鹿
偲
か

持
参
し
た
朝
貢
品
と
み
る
説
と
(

8
)、

回
数

は
少
な
く
て
も
来
日
し
た
唐
使
に
託
さ
れ

た
品
目
と
す
る
説
か
あ
る
(

9
)。

こ
こ
で
は 、

ど
ち
ら
の
可
能
性
も
含
ん
で
い
た
と
考
え
た

、。
’
>

 

羊
か
唐
に
献
上
さ
れ
た
こ
と
は 、
中

国
史
料
に
も
み
え
る 。

D
凪
臨四
冗
亀』
巻
九
七一
・

外
臣
部・
朝

貢
四・
開
元
二
十
二
（
七
三
四）
年

四
月 、
日
本
国
遣レ
使
来
朝 、

献一
美
濃

施
二
百
匹 、
水
織
施
二
百
疋一

。

こ
の
時
の
日
本
国
使
は 、

多
治
比
広
成
を

大
使
と
す
る
天
平
の
遣
唐
便
で 、

玄宗
皇
帝

に
美
濃
施
や
水
織
施
を
献
上
し
た
と
み
ら
れ

る 。
水
織
鞄
の

詳細
は
不
明
で
あ
る
が

(

10
)、

と
も
に
二
百
匹
（
疋）
と
い
う
量
は 、
史
料

C
と
同
じ
で
あ
る 。

史
料
C
の
続
き
に
は 、
新
羅
王
や
渤
海
王

へ
の
賜
物
も
規
定
さ
れ
て
い
る
が 、
美
濃
施

や
水
織
施
は
み
え
な
い 。
古
代
の
日
本
に

と
っ
て 、
新
羅
や
渤
海
は
朝
真
し
て
く
る
函〖

国」
で
あ
っ
た
が 、
唐
に
対
し
て
は 、
日
本

を
唐
の
諸
蕃
と
す
る
見
方
が
八
世
紀
当
初
か

ら
存
在
し
た

(

11
)。

す
な
わ
ち 、
唐
皇
帝
に

贈
ら
れ
る
美
濃
施
は 、
古
代
日
本
が
誇
る
高

級
贈
答
品
の
ひ
と
つ
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ

う 。
（
二
）

新
羅
王
へ
の
献
上

＇
屑
c)
に

懇
は
な
い
が 、

美
濃
施
は
新
羅
王
や
渤
海
王
に
も
贈
ら
れ

た 。新
羅
王
に
美
濃
施
が
贈
ら
れ
た
記
事
は 、

次
の一
例
か
知
ら
れ
る
の
み
で
あ
る 。

E
蘊
笞
I

本
紀』
和
銅
二
（
七
〇
九）
年
五

月
壬
午
（
二
十
七
日）
条

宴
盃
信
福
等
於
朝
堂＿ 、

賜レ
禄
各
有

レ
芸f
井
賜一
国
王
絹
廿
疋 、
興
瀬
絢
舟

疋 、
糸
二
百
絢 、
綿一
百
五
十
屯一

。
是

日 、
右
大
臣
藤
原
朝
臣
不
比
等 、

引
新

羅
使
於
弁
官
庁
四 、
語
曰 、
正
鉛細

国使 、

自レ
古
入
朝 、
然
未下
曾
与二
執
政ギ
公
H
­

談
話上 。
而
今
日
披
晒
者 、
欲下
結
ニ―

国
之
好一 、
成中
往
来
之
親上
也」 。
使
人

等
即
避レ
坐
而
拝 、
復レ
坐
而
対
曰 、
「
使

等 、
本
国
卑
下
之
人
也 。
然
受二
王
臣
教- ‘

得レ
入二
聖
朝＿ 、
適
従二
下
風 、
幸
甚

息
言 。
況
引
升二
楊
上一 、

親
対二
威

顔
。

仰
笙
恩
叙 、

佐
匠

櫨゜

藤
原
宮
の
朝
堂
に
お
け
る
宴
会
で 、
新
羅

墨鼠

昂
へ
の

貫
と 、

暫
王
に
美

濃
施
な
ど
の
賜
物
か
行
わ
れ
た 。
続
い
て 、

右
大
臣
藤
原
不
比
等
が
弁
官
庁
で
新
羅
使
と

対
面
し 、
執
政
大
臣
が
新
羅
使
と
談
話
す
る

の
は
初
め
て
だ
と
語
る 。
両
国
の
結
好
と
親

し
い
往
来
を
望
む
不
比
等
に
対
し
て 、
新
羅

使
は 、
自
分
た
ち
は
地
位
が
低
い
が 、
「
王

臣
教」
を
受
け
て
来
朝
し 、
不
比
等
と
対
面

で
き
て
畏
れ
多
い
と
答
え
て
い
る 。

こ
の
「
王
臣
教」
は 、
正
臨細
王
の
臣
下

の
教
（
命
令）」
と
解
釈
で
き
る 。
し
か
し 、

以
後
の
新
羅
使
は 、
新
羅
王
の
命
令
（「
承

国
王
之
教」
「
奉
本
国
王
教」

(

12
)

)

を
受

け
て
来
日
し
た
と
述
べ
て
い
る 。
な
ぜ
金
信

福
は
「
国
王
之
教」
で
は
な
く
「
王
臣
教」

と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か 。

こ
れ
に
つ
い
て
は 、

す
で
に
旧
稿

(

13
)

で
次
の
よ
う
に
指
摘
し
た 。

武
田
幸
男
氏
は 、
六
世
紀
に
新
羅
で
建
立

さ
れ
た
「
丹
陽・
赤
城
碑」
の
検
討
か
ら 、

新
羅
の
「
教」
に
は
第一
主
体
で
あ
る
王
と 、

第
二
主
体
で
あ
る
王
の
臣
（
王
以
外
の
高
位

者
集
団）
が
お
り 、
王
の
教
事
が
象
徴
的
な

内
容
で
あ
る
の
に
対
し 、
そ
れ
を
受
け
て
出

さ
れ
る
王
臣
の
教
事
は 、
個
別
具
体
的
な
内

容
で
あ
る
と
指
摘
す
る
(

14
)。

武
田
氏
は 、

こ
の
よ
う
な
構

造か
六
世
紀
に
権
力
集
患を

企
図
し
た
真
興
王
代
の

政治
的
性
格
を
帯
び

た
も
の
と
す
る
が 、
七
世
紀
の
韓
国
慶
州
月

城
核
字
出
土
の一
五
三
木
簡
に
も 、
「
四
月

一
日
典
大
等
教
事」
と
あ
り 、
六・
七
世
紀

を
通
じ
て
新
羅
で
は
「
教」
が
王
の
命
令
に

璽
さ
れ
な
い
こ
と
が
わ
か
る 。

そ
の
解
釈
が
八
世
紀
に
も
援
用
で
き
る
な

ら 、
金
信
福
の
派
遣
を
直
接
的
に
命
じ
た
の

は 、
新
羅
王
の
命
を
受
け
た
「
王
臣」
で
あ
っ

た
と
考そ
ら
れ
る 。
そ
の
背
景
と
し
て 、
金

信
福
来
日
以
前
の
慶
雲―-
（
七
0
六）
年
に 、

文

葵
皇
の
国
書

裟参
し
た
濃
糊
罹
が

派
遣
さ
れ 、
そ
の
国
書
は 、
皇
帝
が
臣
下
に

下
す
函
密
勉
醤
巴
で
あ
っ
た

(

15
)

0

日
本
の
天
皇
と
新
羅
王
と
の
間
の
国
書

は 、
日
本
か
ら
の
慰
労
詔
書
三
通
か
残
る
の

み
で 、
国
書
の
交
換
は
定
着
し
て
い
な
い 。

そ
の
よ
う
な
な
か 、
文
武
天
皇
は
中
華
の
立

場
で
七
0
二
年
に
即
位
し
た
新
羅
聖
徳
王
に

官涵
を
加
え
る
国
書
を
送
っ
て
い
る 。
聖
穏

王
と
の
外
交
を
開
始
す
る
に
あ
た
り 、
新
羅

を
朝
貢
国
と
す
る
日
本
の
外
交
認
識
を
示
し

た
と
思
わ
れ
る 。

し
か
し 、
新
羅

側か
こ
れ
を
了
承
す
る
は

ず
は
な
く 、
聖
徳
王
は
対
抗
措
置
と
し
て 、

対
日
外
交
の
古
法
を
変
更
し
た
の
で
は
な
い

か 。
す
な
わ
ち 、
王
が
直
接
外
交
権
を
行
便

す
る
万
法
か
ら 、
臣
下
の
有
力
貴
族
に
主
導

さ
せ
る
形
態
（「
大
臣
外
交」

(

16
)

）

に
変

化
し
た
の
で
あ
る 。

金
恒
福
か
王
命
で
は
な

く 、
王
の
臣
下
の
命
で
派
遣
さ
れ
た
と
述
べ

た
の
も 、
こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
で
は
な
い

だ
ろ
う
か 。

こ
れ
に
対
し
て 、
右
大
臣
藤
原
不
比
等
は 、

新
羅
側
の

対応
の
変
化
を
受
け
容
れ
て 、
「
大

臣

外交」
の
日
本
側
の
主
導
者
と
し
て
新
羅

使
に
対
面
し
た 。
日
本
の
律
令
国
家
は
ま
だ

発

展途
上
で
あ
り 、
新
羅
と
の
外
交
を
絶
つ

わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た 。
そ
こ
で 、
「
大

臣
外
交」
と
い
う
新
た
な
外
交
関
係
の
樹
立

を
祝
い 、
日
本
か
ら
新
羅
王
に 、
特
別
に
美

濃
絢
が
贈
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か 。
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（
三）
渤
海
王
へ
の
献
上

次
に 、

渤
海
王
に
美
濃
施
が
贈
ら
れ
た
の

は 、
次
の
四
例
で
あ
る 。

F
『
続
日
本
紀』
天
乎
士一
（
七
四
0)
年

正
月
甲
午
（
七
日）
条

（
前
略）

賜
渤
海
郡
王
渕
濶
紺
舟
匹．

絹
州
匹・
糸一
百
五
十
絢・

調綿一一
百
屯 、

己
弥
蒙
芙
瀬
糊
甘
匹・
絹
十
匹・
糸
五
十

絢・

調綿
二
百
屯一

。

自余

各有レ
差 。

G
『
続
日
本
紀』
天
平
宝
字
三
（
七
五
九）

年
二
月
戊
辰
朔
条

阻
高
麗
王
書—
曰 、
「

閃
圏
了
敬
問

ー一
高
麗
国
王一 、

（中略）
即
因＿
還
使＿ ‘

相
コ
酬
土
毛
絹
州
疋・
美
漉
網
用
疋・
糸

二
百
絢・
綿
三
百
屯一

。
殊
嘉一
年
忠- ‘

更
加レ
優 、

賜
錦
四
疋・
両
面
二
疋．

緬
羅
四
疋・
白
羅
十
疋・
彩
吊
冊
疋・
白

綿一
百
帖一

。
物
雖
軽
砿i- ‘

寄レ
思

良
深 。
至
宜
並
納

。
（

下略）」

H
『
続
日
本
紀』
天
平
宝
字
四
（
七
六
0
)

年
正
月
己
巳
（
七
日）
条

（前略）
賜
国
王
絢
州
疋・
刻
濃
糊
用
疋・

糸
二
百
絢・
調
綿
三
百
屯一

。
大
使
已
下

各有レ
差 。
（

下略）

ー
『
続
日
本
紀』
宝
亀
三
（
七
七
二）
年
ニ

月
癸
丑
（
二
日）
条

（前略）
賜
国
王
刻
瀬
網
州
疋・
絹
舟
疋・

糸
二
百
絢・
調
綿
三
百
屯一

。
大
使
壱
万

福
已
下

亦各有レ
差 。

四
例
と
も
来
日
し
た
渤
海
使
に
託
し
て 、

渤
海
王
（
い
ず
れ
も
大
欽
茂）
に
美
濃
施

三
十
匹
（
疋）
が
贈
ら
れ
て
い
る 。
ま
た
F

で
は 、
渤
海
使
己
弥
蒙
に
も
美
濃
施
二
十
匹

が
贈
ら
れ
て
い
る 。

F
の
渤
海
使
己
蜘
蒙
は 、
天
平
の
遣
唐
使

と
し
て
入
唐
し
た
平
群
広
成
を
伴
い
来
日
し

た 。
平

群広成
は
天
平
六
（
七
三
四）
年
に

蘇
州
か
ら
帰
国
の
途
に
就
く
が 、
遭
難
し
て

毘裔
国
に
到
り 、
後
に
唐
に
戻
り 、
留
学
生

阿倍
仲
麻
呂
に
逢
い 、
玄
宗
皇
帝
か
ら
渤
海

経
由
で
帰
国
す
る
許
し
を
得
て 、

渤
海
の
遣

日
使
傘渤
海
使）
と
と
も
に
日
本
に
渡
っ
た 。

渤

海大使
宵
要
徳
は
途
中
で
大、
を
受
け
て

死没 、
副
使
の
己
弥
蒙
が
来
日
し
た 。
平
群

広
成
は 、
渤
海
王
や
渤
海
使
己
弥
蒙
の
援
助

な
く
し
て
帰
国
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
り 、

彼
ら
に
美
濃
施
が
贈
ら
れ
た
の
は 、
特
別
な

謝
意
を
示
し
た
も
の
と
考そ
ら
れ
る 。

G.
H
は
藤
原
仲
麻

呂政権
で
の
事
例
で

あ
る 。
G
は
帰
国
す
る
渤
海
使
楊
承
慶
に
託

さ
れ
た
慰
労
詔
書
の一
節
で
あ
る 。
楊
承
慶

は 、
帰
国
す
る
遣
渤
海
使
小
野
田
守
に
伴
わ

れ
て
来
日
し
た 。
渤
海
使
を
送
り
届
け
る
送

渤

喜
と
は
異
な
り 、

戦略
的
に
渤
海
に
派

遣
さ
れ
た
遣
渤
海
使
は
僅
か
三
＼

四
例
に
過

ぎ
ず 、
う
ち
二

回か
仲
麻

呂政権
に
お
い
て

で
あ
る 。
小
野
田
守
の
帰
国
に
よ
り
唐
で
起

き
た
安
史
の
乱
の
情
報
が
も
た
ら
さ
れ
る

と 、
仲
麻
呂
は
大
宰
府
の
防
衛
を
見
直
さ
せ

て
い
る 。
G
の

国書
に
み
え
る
渤
海
王
へ
の

「
高
麗
国
王」
号
の
使
用
は 、
か
つ
て
の
大

国高旬
麗
の
継
承
国
を
自
認
す
る
渤
海
と
の

隠
を
強
化
し
て 、
唐
と
の
往
米
や
恨
隠

集 、
在
唐
の
遣
唐
使
藤
原
清
河
の
帰
国
や
新

羅
征
討
計
画
に
備
え
る
た
め
で
あ
り
(

18
)、

鷹
王
に
錦
や
両
面
な
ど
の

嘉
盟

蒋＇か

追
加
で
贈
ら
れ
て
い
る
の
も
こ
の
た
め
だ
ろ

う 。H
は
帰
国
す
る
渤
海

使高
南
申
に
託
さ
れ

た
も
の
で
あ
る 。
前
述
の
楊
承
慶
帰

国時
に

は 、
藤
原
清
河
を
迎x
る

使者古回
庄
度
ら
が

渤

喜
由
で
入
唐
す
る
た
め

屑
し
た 。
し

か
し 、
安
史
の

乱か
収
ま
ら
ず 、
実
際
に
入

唐
し
た
の
は
高
元
度
ら
十一
人
で 、

判官内

蔵
全
成
ら
は
渤
海

使高南
申
を
伴
い
帰
国
し

た 。
高
南
申
は 、
そ
の
経
緯
を
記
し
た
中
台

省
牒
を

持参
し
て
お
り 、
美
濃
施
の
献
上
は 、

こ
の
よ
う
な
渤
海
王
の

対応
へ
の
謝
意
と
み

ら
れ
る 。

ー
は
光
仁
朝
に
初
め
て
来
日
し
た
渤
海
使

壱

万福
に
託
さ
れ
た
も
の
で
あ
り 、

美濃
施

は 、
光
仁

天皇
と

大欽
茂
と
の
新
た
な
関
係

を
築
く
た
め
に
贈
ら
れ
た
の
だ
ろ
う 。
し
か

し 、
こ
れ
以
後 、
平
安
時
代
に
入
る
と
外
交

の
場
に

美濃
施
は
登
場
し
な
く
な
る 。

日
本
と
新
羅、
日
本
と
渤
海
と
の
間
に
は

何
度
も
使
者
の

往来
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ

ら
ず 、

美濃
施
の
贈
答
か

確認
で
き
る
の
は 、

八
世
紀
の
五
例（
史
料
E
\
I)

の
み
で
あ
っ

た 。
い
ず
れ
も 、
日
本
が
相
手
国
と
の
関
係

を
特
別
に
重
視
す
る
場
合
で
あ
り 、

美
濃
施

が
通
常
は
贈
ら
れ
な
い
特
別
な
品
で
あ
っ
た

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る 。

と
こ
ろ
で 、
古

代史
料
に
み
え
る

美濃
施

を
整
理
し
た
【
年
表】
を
み
る
と 、
史
料
E

の
新
羅
王
へ
の
献
上
記
事
が

美濃
施
の
初
出

で
あ
り 、
ま
た 、
和
銅・
養
老
年
間
と
天
平

宝
字
年
間
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
に
気
付

く 。
前
者
は
藤
原
不
比
等
が 、
後
者
は
藤
原

仲
麻
呂
か
権
力
を
も
っ
た

時期
で
あ
る 。
そ

こ
で
次
に 、
不
比
等
と
仲
麻
呂
に
注
目
し
な

が
ら 、

美濃
施
の

政治
性
に
つ
い
て
考
察
し

た
い 。

三

美
濃
施
の
成
立
と
展
開

（一
）
藤
原
不
比
等
と

美濃
施

史
料
A
は 、
「
そ
の
大
部
分
が
大
宝
令
文

の
形
を
と
ど
め
て
い
る」
と
さ
れ
る
が

(

19
)、

「
美
濃
施」
の
語
が
大
宝
令
に
あ
っ
た
こ
と

は
証
明
で
き
な
い 。
も
し 、
「
美
濃
施」
が

養
老
令
で
追
加
さ
れ
た
と
す
れ
ば 、
編
者
の

藤
原
不
比
等
に
よ
る
政
治
的
な
意
図
か
想
定

さ
れ
る 。

八
世
紀
に
美

濃が
注
目
さ
れ
る
の
は 、
霊

亀
三
（
七一
七）
年
九
月
の
元
正

天皇
の
美

濃
付
幸
で
あ
る 。
養
老
改
元
に
つ
な
が
る
行

幸
の
背
景
に
は 、
同
年
三
月
の
左
大
臣
石
上

麻
呂
の
死
を
受
け
た
政
界
の
再
編
が
あ
り 、

右
大
臣
藤
原
不
比
等
と
美
濃
守
笠
朝
臣
麻

呂 、

美濃
介
で
不
比
等
の
子
の
麻
呂
と
の
連

携
が
指
摘
さ
れ
る（
包。

笠
朝

臣麻

呂か

最初
に
美
濃
守
に
任
じ
ら

れ
た
の
は 、
慶
雲―-
（
七
0
六）
年
七
月
で 、

不
比
等
が

右大
臣
と
な
る
和
銅
冗（
七
0
八）

年
三
月
に
再
任
さ
れ
て
い
る 。
野

村忠
夫
氏

は 、
ミ
ノ
の

国名表

記か
「
御
野」
か
ら
「
美

濃」
に
変
わ
る
時
期
を
大
宝
三
（
七
0
三）

年
十一
月
か
ら
和
銅一
（
七
0
九）
年
七
月



5 岐阜県郷土資料研究協議会会報 第139号

以
前
と
し
な
が
ら
も、
和
銅

冗年

戸籍
の
完

屡

目途
に
「

羞」
表
記
彦
籍
さ
せ
る

意
図
か、
美
濃
守
笠
朝

臣麻
呂
に
あ
っ
た
と

指
摘
す
る
(

21
)。
笠
朝
臣
麻
呂
は、
養
老
四

（
七―
1

0
)

年
十
月
に
右
大
弁
と
な
る
ま
で、

十
四
年
に
わ
た
り
美
濃
守
の
任
に
あ
っ
た。

右
大
弁
就
任
直
前
の
八
月
に
不
比
等
が
斃
じ

て
い
る
点
か
ら
も、

美濃
を

媒介
と
し
た
笠

朝

臣麻
呂
と
不
比
等
の
つ
な
が
り
が
み
て
と

れ
る。不

比
等
と
笠
朝
臣
麻
呂
の

出会
い
は
不
明

だ
が、
不
比
等
は
美
濃
の
政
治
基
盤
を
強
化

し
て
勢
力
の
安
定
を
図
ろ
う
と
し
た
の
で
あ

ろ
う。

美濃
施
が
突
如
と
し
て
新
羅
王
に
贈

ら
れ
た
背
景
に
は、
不
比
等
が
生
み
出
し
た

美濃
ブ
ラ
ン
ド
を、

国内
外
に
示
す
意
図
が

あ
っ
た
も
の
と
考そ
ら
れ
る。

（
二）
藤
原
仲
麻
呂
と
美
濃
施

藤
原
仲
麻
呂
に
よ
る
鎌
足・
不
比
等
の
顕

彰
は、
天
平
宝
字
元
（
七
五
七）
年
に
簑
老

雙
混
禰
行
し
た
こ
と
に
留
ま
ら
な
い

(

22
)

0

外
交
の
場
で
の
美
濃
施
の
利
用
も、
不
比
等

の
政
策
の
継
承
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。

天
平

璽
五
（
七
五
三）
年
か
ら
因
玉

字
三
（
七
五
九）
年
ま
で
の
美
濃
守
は
大
伴

犬
養
で
あ
り、
仲
麻
呂
は
犬
養
の
娘
を
妻

と
し
て
い
た
（『
尊
卑
分
脈』）。
犬
養
の
後

畜寸
は

鷹
呂
の

叉

須麻
呂
に
引
き
継

が
れ
る
こ
と
か
ら
も、
仲
麻
呂
か
美
濃
を
重

視
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る。

天
平
宝
字
二
年
に
は、
東

大寺
写
経
所
に

布
施
と
し
て
美
濃
維
が
支
給
さ
れ
て
い
る。

「
布
施
可
給
経
師
等
注
文」
に
は、

舎
人

士ハ
人
に
白
施一
＼
三
匹、
直
七
百
五
十
文

や
庸
綿
五
ー
十
屯、
別
六
十
五
文
な
ど
が
支

給
さ
れ
て
い
る
が、
こ
の
う
ち
十
市
倭
麻
呂

と
広
田
毛
人
に
は「
美
濃
施一

匹直六

百文」

が
上
乗
せ
さ
れ
て
い
る。
そ
の
理
由
は
今
後

の
課
題
で
あ
る
が、

高価
で
な
く
て
も、
美

濃
施
か白
籍
や
庸
綿
に
比
べ
て
希
少
で
あ
っ

た
と
考そ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か。

こ
の
よ
う
に、

美濃
施
の

存在か
表

面化

す
る
の
に
は、
時
の
政
治

家が
美
濃
と
の
関

係
を
強
化
し
た

時期
で
あ
る。
す
な
わ
ち
美

濃
施
は、
美
濃
を
ブ
ラ
ン
ド
化
す
る
た
め
に

生
み
出
さ
れ
た

政治
的
な
産
物
と
い
え
る
の

で
は
な
い
か。

お
わ
り
に

本稿
で
は、

外交
の
場
で
贈
答
さ
れ
る
美

濃
施
と、

美濃
施
の
初
出
記

事が
新
羅
王
に

贈
ら
れ
た
点
に
注
目
し、
美
濃
施
が
藤
原
不

比
等
や

美濃
守
笠
朝

臣麻
呂
ら
に
よ
り
作
り

上
げ
ら
れ
た
ブ
ラ
ン
ド
品
と
し
て
の
性
格
を

持
ち、
藤
原
仲
麻
呂
も
そ
の
政
策
を
継
承
し

た
と
考
察
し
た。

九
世
紀
に
な
る
と、
美
濃
施
は
ほ
と
ん
ど

み
え
な
く
な
る。
こ
れ
は、
延
暦
八（
七
八
九）

年
七
月
に
伊
勢・

美濃・
越
前
の
三
関
か
停

廃
さ
れ、
美
濃
の

政治
的
な
重
要
性
が
薄
れ

た
た
め
で
あ
ろ
う。

そ
の
よ
う
な
な
か
で、
砿
寄U
（
貞
観
儀

式）
に
は、
大
嘗
祭
の
食

（掛
け
布
団）
料

に

「美濃
吊」
が、
枕
料
に

「美濃
施」
が

み
え、
宮
原
武
夫
氏
は、
望

陀布
と
と
も
に

美
濃
施
が

大嘗
祭
に
不
可
欠
の
品
で
あ
っ
た

と
指
摘
す
る
(

23
)。
確
か
に
沼
E

陸
国
風
土
記』

（
史
料
B)
で
は
御
服
織
成
の
神
が
美
濃
に

移
り
住
ん
だ
と
あ
り、
『
風
土
記』
が
編
ま

れ
た
不
比
等
の
時
代
か
ら
美
濃
純
と

天皇
の

服
と
の
関
係
性
が
示
さ
れ
て
い
る。
摂
関
期

に
は
吉
書
奏
に、

「美濃
長
絹」「
美
濃
広（
弘）

絹」
の
解
文
が
み
え
る。
早
川
氏
も
指
摘
す

る
よ
う
に、
広
絹
の

貢進
と
そ
の

収納
と
い

ぅ

蒻
の
重

胃
ゅ
え
に、

吉書
に
そ
の
内

容
か
残
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
ら、
御
服
料
に

美濃
の
絹・
施
が
使
用
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

ろ
う。
早
川
氏
は
証
堕
昴ご
主

計寮
上
で

美
濃
国
の
調
に
の
み
「
広
施」
や
「
長
絹」

が
み
え
る
こ
と
に
も
言
及
す
る
が、
九
世
紀

に
美
濃

施か
御
服
料
の
ブ
ラ
ン
ド
と
な
る
背

景
も
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。
死
後「
美

濃
公」
に
封
ぜ
ら
れ
た
藤
原
艮
房
の
存
在
も

気
に
な
る
が、

詳細
は
今
後
の
課
題
で
あ
る。

注
(
l)
廣
田
照
夫
「
古
代」
（
美
濃
あ
し
ぎ
ぬ
調

査
研
究
会
編
『
古
代
美
濃
あ
し
ぎ
ぬ
と

そ
の
後』
岐
阜
県
農
政
部
園
芸
特
産
課、

一
九
九
九
年）
で
は、
『
和
名
抄』
に
み

え
る
不
破
郡・
大
野
郡
の
「
三
桑
郷」、

安
八
郡
の
「
服
織
郷」、
本
巣
郡
物
部
郷

の「
真
桑」
を
主
要
な
絹
生
産
地
と
す
る。

尾
関
章
「
美
濃
国
席
田
郡
建
郡
の
必
然

性」
（『
古
代
史
の
海』
八
四、
二
0一
六

年）
も、
こ
れ
ら
を
美
濃
絢
生
産
地
の

養
蚕
地
帯
に
比
定
す
る。

(
2)
早
川
庄
八
「
古
代
美
濃
の
手
工
業」
（『
日

本
古
代
の
財
政
制
度』
名
著
刊
行
会、

二
0
0
0
年）。

(
3)『
続
日
本
紀』
天
平
十
二
年
十
二
月
甲
寅゚

(
4)
荒
井
秀
規
「
美
濃
か
ら
東
国
へ
の
渡
来

文
化
の
伝
播」
（『
論
叢
古
代
相
模』
相

模
の
古
代
を
考
え
る
会、―1
0
0
五
年）

で
も、
美
濃
か
ら
東
国
へ
の
渡
来
文
化

の
伝
播
を
述
べ
る。

(
5)
大
津
透
「
律
令
収
取
制
度
の
特
質」
（『
律

令
国
家
支
配
構
造
の
研
究』
岩
波
書
店、

一
九
九
三
年）、
宮
原
武
夫
「
上
総
の

望
陀
布
と
美
濃
施」
（『
古
代
東
国
の
調

庸
と
農
民』
岩
田
書
院、
二
0一
四
年）。

(
6)
櫛
木
譲
周
「
律
令
制
収
取
の
特
質
と
そ

の
歴
史
的
前
提」
（『
京
都
府
立
大
学
学

術
報
告「
人
文」』
六
八‘―1
0一
六
年）。

(
7)
上
田
正
昭
「
藤
原
の
棟
梁
ー
藤
原
不

比
等」
（『
上
田
正
昭
著
作
集
七
歴
史
と

人
物』
角
川
書
店、
一
九
九
九
年）
で

は、
『
風
士
記』
の
編
纂
は、
深
刻
な

地
方
行
政
に
対
処
す
る
不
比
等
の
姿
勢

を
表
す
も
の
で、
『
常
陸
風
土
記』
は、

常
陸
守
で
按
察
使
と
な
っ
た
藤
原
宇
合
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（

不
比
等
の
子）

の
手
が
加
え
ら
れ
て

い
る
と
す
る。

(

8
)

東
野
治
之
「
遣
唐
使
の
文
化
的
役
割」

（『
遣
唐
使
と
正
倉
院』

岩
波
書
店、

一

九
九
二
年）。

(

9
)

酒
井
健
治
「『
延
喜
大
蔵
式』

賜
蕃
客

例
条
の
性
格
と
成
立
時
期
に
つ
い
て」

（

栄
原
永
遠
男
編
『
日
本
古
代
の
王
権

と
社
会』

塙
書
房、

二
0-
0
年）。

(
10)

東
野
前
掲
注
(

8
)

は、

水
が
五
行
思

想
で
黒
に
通
じ
る
と
し
て、

史
料
B
に

み
え
る
「
烏
織」

の
可
能
性
を
指
摘
す

る
が、

近
世
前
期
の
写
本
で
あ
る
土
御

門
本
『
延
喜
式』

史
料
c

部
分
の
「
織

特
以
水
湿
織、

故
甚
厚
美
云

」々

と
い

う
朱
書
き
の
傍
書
か
ら
は、

水
分
（

湿

気）

を
含
ん
だ
織
物
と
理
解
で
き
る。

(
11)

森
公
章
「
古
代
日
本
に
お
け
る
対
唐
観

の
研
究」
（『
古
代
日
本
の
対
外
認
識
と

通
交』

吉
川
弘
文
館、
一

九
九
八
年）。

(
12)
『
続
日
本
紀』
天
平
宝
字
七
年
二
月
癸
未、

宝
亀
五
年
三
月
癸
卯゚

(
13)

浜
田
久
美
子
「
八・
九
世
紀
の
日
本
と
新

羅」
（『
日
本
古
代
の
外
交
と
礼
制』

吉

川
弘
文
館、

二
0
二
ニ
年）。

(
14)

武
田
幸
男
「
丹
陽
・
赤
城
碑
の
「
教

事」

主
体
と
「
教
事」

内
容」
（『
新

羅
中
古
期
の
史
的
研
究』

勉
誠
出
版、

二
0
二
0
年）。

(
15)
『
続
日
本
紀』

慶
雲
二
年
十一
月
癸
卯。

(
16)

佐
藤
信
「
古
代
の
「
大
臣
外
交」

に

つ
い
て
の
一

考
察」
（
村
井
章
介
ほ
か

編
『
境
界
の
日
本
史』

山
川
出
版
社、

一

九
九
七
年）

で、
「
天
皇
・
国
王
に

一

元
化
し
き
れ
な
い
国
家
間
外
交
の
複

線
的
・
重
層
的
シ
ス
テ
ム
の
伝
統
的
な

あ
り
方」

と
し
て
の
「
大
臣
外
交」

が

示
さ
れ
た。

本
稿
の
「
大
臣
外
交」
は、

君
主
の
も
と
に
一

元
化
さ
れ
た
も
の
で

あ
り、

意
味
は
異
な
る。

(
17
)

諸
本
に
な
し。

浜
田
久
美
子
「
藤
原

仲
麻
呂
と
「
高
麗」」

付
記
（

前
掲
注

(
13)
著
書）

参
照。

(
18)

浜
田
久
美
子
「
遣
唐
使
藤
原
清
河
の
帰

国
策」、
「
藤
原
仲
麻
呂
と
「
高
麗」」
（

と

も
に
前
掲
注
(
13)

著
書）。

(
19)

大
津
透
前
掲
注
(
5)。

(
20
)

野
村
忠
夫
『
古
代
の
美
濃
』
（

教

育
社、
一

九
八
0
年）、

井
上
亘
「
元

正
政
権
論」
（『
日
本
古
代
の
天
皇
と

祭
儀
』

吉
川
弘
文
館、
一

九
九
八

年）、

水
口
幹
記
「
藤
原
朝
臣
麻
呂
の

祥
瑞
関
与」
（『
古
代
日
本
と
中
国
文

化』

塙
書
房、

二
0
一

四
年）、

早
川

万
年
「
元
正
天
皇
の
美
濃
行
幸
を
め

ぐ
っ
て」
（『
岐
阜
県
歴
史
資
料
館
報』

二
0、
一

九
九
七
年）、

仁
藤
敦
史
「
美

濃
行
幸
と
養
老
改
元」
（『
美
夫
君
志』

九
三、
二
0一
六
年）。

(
21)

野
村
忠
夫
「
美
濃
守
と
し
て
の
笠
朝
臣

麻
呂」
（『
古
代
貴
族
と
地
方
豪
族』

吉

川
弘
文
館、
一
九
八
九
年）。

(
22)

吉
川
真
司
「
藤
原
氏
の
創
始
と
発
展」

（『
律
令
官
僚
制
の
研
究』

塙
書
房、

一

九
九
八
年）。

(
23)

宮
原
武
夫
前
掲
注
(

5
)。

（
大
東
文
化
大
学
文
学
部
教
授）

【
年
表】
古
代
史
料
に
み
え
る
美
濃
施

和
銅
2
（
七
〇
九）
【
史
料
E】

養
老
2
（
七一
八）
【
史
料
A】

養
老
3
（
七一
九）
5
．

23
諸
国
貢
調
の
短
絹・
狭
施・
施
狭
絹・
美
濃
狭
維
の
法
を
制
定
す
る。

『
続
日
本
紀』

唐・
開
元
22
（
七
三
四）
【
史
料
D】

天
平
12
（
七
四
0)
【
史
料
F】

天
平
宝
字
2
（
七
五
八）
9
．

12
「
安
都
雄
足
布
施
注
文」
に
「
残
物

美
濃
縦一
匹

白

施
八
匹

綿
廿
五
屯

銭一
貫
三
百」
と
あ
る
『
大
日
古』
14
|
63

天
平
宝
字
2
?
「
残
物
布
施
注
文」
に
「
残
物

白
施
冊
九
匹
（
生
七
匹）

羅一
匹

美
刃

縦
三
匹

調
綿
百
冊
四
屯

庸
綿
百
七
十
四
屯

銭
五
百
六
十一
文」
と
あ
る
『
大
日
古』

25
|
250
 

天
平
宝
字
2.
9
?
「
布
施
可
給
経
師
等
注
文」
に
「
美
濃
絢一
匹
直
六
百
文」
と
あ
る
『
大

日
古』
14
|
185

天
平
宝
字
3
（
七
五
九）
【
史
料
G】

天
平
宝
字
4
（
七
六
0)
【
史
料
H】

天
平
宝
字
5
（
七
六一
）
「
造
寺
雑
物
請
用
帳」
に
「一
匹
輿
瀾
緬

直
銭
六
百
五
十
五
文」

と
あ
る
【
大
日
古】
4
|
462
.
25
|
310

宝
亀
3
（
七
七
二）
【
史
料
I】

貞
観
14
（
八
七
二）
以
前

大
嘗
祭
の
た
め
に
大
蔵
省
に
準
備
を
命
じ
た
太
政
官
符
に
「
御

念一
領
半
料、
美
濃
吊一
疋
三
丈」
「
御
枕一
枚
料、
美
濃
縦一
丈
□
尺」
が
み
え
る。
『
儀

式』
践
詐
大
嘗
祭

延
長
5
（
九
二
七）
以
前
【
史
料
C】
•
主
計
式
美
濃
国
の
調
に
「
広
施
十
疋」
が
み
え
る。

長
徳
4
（
九
九
八）
10
.
29
-
美
濃
国
絹
解
文」
が
奏
上
さ
れ
る。
『
権
記』

長
保
3
(1
0
0
1)
正
・
2
美
濃
国
が
進
上
す
る
「
元
日
禄
料
圏
綱
百
疋
解
文」
が
奏
上

さ
れ
る。
『
権
記』

承
保
3
(1
0
七
六）
6
．

2
成
尋
の
弟
子
の
帰
国
に
よ
り、
宋
皇
帝
へ
の
返
礼
品
の
候
補
に

「
美
乃
長
絹」
が
挙
が
る。
『
水
左
記』

※
こ
の
間、

古
記
録
（『
中
右
記』
『
春
記』
な
ど）
に
吉
書
奏
と
し
て
「
美
乃
国
弘
絹
解
文」

の
記
事
が
散
見
す
る。

仁
平
元
(-
―
五一
）
正
・
16
吉
書
奏
に
「
内
蔵
寮
臨
時
公
用
請
奏、

美
乃
国
弘
絹
解
文」

と
あ
る。
『
本
朝
世
紀』

保
元
元
(-
―
五
六）
4
．

19
吉
書
奏
に
「
内
蔵
寮
請
奏、

美
濃
国
広
絹
解
文
等」
と
あ
る。

『
山
椀
記』




